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(57)【要約】
　電子内視鏡システムは、生体組織を撮像するように構
成された撮像素子を備える電子内視鏡と、撮像した前記
生体組織の画像を画像処理するように構成されたプロセ
ッサと、画像処理した前記画像を表示するように構成さ
れたディスプレイと、を備える。前記プロセッサは、前
記画像の各画素の複数の色信号のうちの２つの色信号の
値の基準値からの差分同士の比率を算出するように構成
された特徴量算出部と、前記画像を強調するために、算
出した前記比率に基づいて、前記２つの色信号の少なく
とも一方の値の増減の程度を定めることにより、前記画
像の強調処理を行うように構成された画像強調処理部と
、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体組織を撮像するように構成された撮像素子を備える電子内視鏡と、
　撮像した前記生体組織の画像を画像処理するように構成されたプロセッサと、
　画像処理した前記画像を表示するように構成されたディスプレイと、を備え、
　前記プロセッサは、前記画像の各画素の複数の色信号のうちの２つの色信号の値の基準
値からの差分同士の比率を特徴量として算出するように構成された特徴量算出部と、前記
画像を強調するために、算出した前記比率に基づいて前記２つの色信号の少なくとも一方
の値の増減の程度を定めることにより、前記画像の強調処理を行うように構成された画像
強調処理部と、
　を備える、ことを特徴とする電子内視鏡システム。
【請求項２】
　前記２つの色信号は、第１の色信号と第２の色信号であり、
　前記比率は、前記第１の色信号の値の、前記第１の色信号に対応する前記基準値からの
第１の差分に対する、前記第２の色信号の値の、前記第２の色信号に対応する前記基準値
からの第２の差分の比率であって、
　前記画像強調処理部は、前記比率が大きいほど、前記第２の色信号の値の増加量を大き
くすること、及び、前記第１の色信号の値の減少量を大きくすること、の少なくともいず
れか一方を行うように構成されている、請求項１に記載の電子内視鏡システム。
【請求項３】
　前記基準値は、前記第１の色信号のための第１基準値と、前記第２の色信号のための第
２基準値を含み、前記第１基準値と前記第２基準値のそれぞれは、変更可能な値である、
請求項２に記載の電子内視鏡システム。
【請求項４】
　前記特徴量算出部は、前記基準値を変更するとき、前記第１基準値と前記第２基準値の
変化量が、互いに異なる量になるように設定するように構成される、請求項３に記載の電
子内視鏡システム。
【請求項５】
　前記特徴量算出部は、前記基準値を、前記画像全体の前記２つの色信号の分布、あるい
は、前記画像全体の輝度情報に応じて設定するように構成されている、請求項１～４のい
ずれか１項に記載の電子内視鏡システム。
【請求項６】
　前記画像は、生体組織の動画の１つの画像であり、
　前記特徴量算出部及び前記画像強調処理部は、前記動画のそれぞれの画像を順次処理す
るように構成され、
　前記基準値の設定のために用いる前記輝度情報は、前記動画中の、時系列で前記強調処
理を行う画像の１つ前の画像全体の輝度情報である、請求項５に記載の電子内視鏡システ
ム。
【請求項７】
　前記特徴量算出部は、前記基準値を、前記ディスプレイに表示された画像に対してオペ
レータから受けた入力値に設定するように構成され、前記画像強調処理部は、設定した前
記基準値を用いて前記画像の強調処理を行うように構成されている、請求項１～４のいず
れか１項に記載の電子内視鏡システム。
【請求項８】
　前記色信号は、ＲＧＢの色信号であり、
　前記比率は、Ｒ信号の値の前記Ｒ信号に対応する前記基準値からの差分に対する、Ｇ信
号の値の前記Ｇ信号に対応する前記基準値からの差分の比率、及び、Ｒ信号の値の、前記
Ｒ信号に対応する前記基準値からの差分に対する、Ｂ信号の値の前記Ｂ信号に対応する前
記基準値からの差分の比率、の一方を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の電子内
視鏡システム。



(3) JP WO2018/181156 A1 2018.10.4

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像の強調処理を行う電子内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体内部の生体組織の観察や治療に電子内視鏡が使用されている。電子内視鏡を用いて
生体組織を撮像してディスプレイに表示される生体組織の画像は、注目する生体組織や生
体組織の一部が他の部分と比べて容易に視認できるように画像処理の施された画像である
場合が多い。画像処理は、コントラストを強調する処理、画像全体を明るくする処理、色
味を変更する処理、所定の階調レベルの範囲の階調数を広げるために階調変換する強調処
理を含む。
【０００３】
　例えば、強調処理では、入力された画像の階調レベルを変更して出力するためのトーン
カーブが設定される場合が多い。このようなトーンカーブを予め記憶保持しておき、強調
処理の際、記憶保持したトーンカーブを呼び出して電子内視鏡で得られた画像を強調処理
する。したがって、どのように強調処理するかは、トーンカーブによって定まる。
【０００４】
　例えば、白色光を用いながらも血管を十分に強調した画像を得ることができる電子内視
鏡装置の技術が知られている（特許文献１）。
　当該技術では、画像信号をＲＧＢ信号に変換するＲＧＢ変換手段と、ＲＧＢ信号のＲ信
号を一定のゲインで増大または減少するＲ信号増幅手段と、ＲＧＢ信号のＧ信号およびＢ
信号を非線形に増大または減少するＧＢ信号増幅手段とを備える。このとき、Ｒ信号増幅
手段およびＧＢ信号増幅手段におけるゲインが、観察対象となる部位毎に特有な値として
記憶され、ゲインが観察対象となる部位に基づいて選択される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５００６７５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記技術では、Ｒ信号増幅手段とＧＢ信号増幅手段におけるゲインの選択は、予め設定
されているトーンカーブを選択することにより行われる。すなわち、上記技術は、ＲＧＢ
の色信号の成す色空間において、全体として赤味の強い生体組織の像の中で、血管などの
色味に特徴のある部分の色信号、例えばＧ信号やＢ信号と、それ以外の色信号、例えばＲ
信号について別々にトーンカーブを設定し、強調処理したい特徴部分の色信号の値間の差
を拡大することで画像の強調処理を行う。
　しかし、この強調処理では、色信号の値が所定の範囲内にある部分では、色信号の値は
値が大きいほど強調のための値の増大量を大きくして値間の格差を増大させる強調を行う
ことができるが、色信号の値が所定の範囲を外れた部分では、色信号の値間の差を圧縮す
るので、この部分の像はつぶれて表示画像上で識別不能になり易い。
【０００７】
　また、上記トーンカーブを用いた強調処理では、色信号の階調レベルを、ルックアップ
テーブルを使用して階調変換し、階調変換後の階調レベルを出力する。このため、複数の
トーンカーブを用いるには、複数のルックアップテーブルをＲＧＢの３色の色信号毎に用
意しなければならない。しかも、上記技術では、ゲインは、観察対象となる部位に基づい
て選択されるので、部位毎に、ルックアップテーブルを用意しなければならない。このた
め、画像処理を行うプロセッサは、ルックアップテーブルを記憶保持する多量のメモリを
必要とするため、簡素な装置構成を実現できない。
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　特に、画像中に、色成分が他の部分と異なる特徴部分の像はあるが、暗い部分にあるた
めに識別がしにくい場合、この特徴部分を識別可能にする一方、他の部分の階調数が圧縮
されて識別不能になることを抑制できるような強調処理をすること、すなわち、１つの画
像において、画像中の色成分に特徴のある特徴部分と特徴部分以外の部分の強調処理の程
度を変えることが好ましい。
【０００８】
　そこで、本発明は、複数のルックアップテーブルを用いることなく、画像中の色成分に
特徴がある特徴部分と特徴部分以外の部分の強調処理の程度を変えることができる電子内
視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様は、電子内視鏡システムである。当該電子内視鏡システムは、
　生体組織を撮像するように構成された撮像素子を備える電子内視鏡と、
　撮像した前記生体組織の画像を画像処理するように構成されたプロセッサと、
　画像処理した前記画像を表示するように構成されたディスプレイと、を備え、
　前記プロセッサは、前記画像の各画素の複数の色信号のうちの２つの色信号の値の基準
値からの差分同士の比率を特徴量として算出するように構成された特徴量算出部と、前記
画像を強調するために、算出した前記比率に基づいて前記２つの色信号の少なくとも一方
の値の増減の程度を定めることにより、前記画像の強調処理を行うように構成された画像
強調処理部と、
　を備える。
【００１０】
　前記２つの色信号は、第１の色信号と第２の色信号であり、
　前記比率は、前記第１の色信号の値の、前記第１の色信号に対応する前記基準値からの
第１の差分に対する、前記第２の色信号の値の、前記第２の色信号に対応する前記基準値
からの第２の差分の比率であって、
　前記画像強調処理部は、前記比率が大きいほど、前記第２の色信号の値の増加量を大き
くすること、及び、前記第１の色信号の値の減少量を大きくすること、の少なくともいず
れか一方を行うように構成されている、ことが好ましい。
【００１１】
　前記基準値は、前記第１の色信号のための第１基準値と、前記第２の色信号のための第
２基準値を含み、前記第１基準値と前記第２基準値のそれぞれは、変更可能な値である、
ことが好ましい。
【００１２】
　前記特徴量算出部は、前記基準値を変更するとき、前記第１基準値と前記第２基準値の
変化量が、互いに異なる量になるように設定するように構成される、ことが好ましい。
【００１３】
　前記特徴量算出部は、前記基準値を、前記画像全体の前記２つの色信号の分布、あるい
は、前記画像全体の輝度情報に応じて設定するように構成されている、ことが好ましい。
【００１４】
　前記画像は、生体組織の動画の１つの画像であり、
　前記特徴量算出部及び前記画像強調処理部は、前記動画のそれぞれの画像を順次処理す
るように構成され、
　前記基準値の設定のために用いる前記輝度情報は、前記動画中の、時系列で前記強調処
理を行う画像の１つ前の画像全体の輝度情報である、ことが好ましい。
【００１５】
　前記特徴量算出部は、前記基準値を、前記ディスプレイに表示された画像に対してオペ
レータから受けた入力値に設定するように構成され、前記画像強調処理部は、設定した前
記基準値を用いて前記画像の強調処理を行うように構成されている、ことが好ましい。
【００１６】
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　前記色信号は、ＲＧＢの色信号であり、
　前記比率は、Ｒ信号の値の前記Ｒ信号に対応する前記基準値からの差分に対する、Ｇ信
号の値の前記Ｇ信号に対応する前記基準値からの差分の比率、及び、Ｒ信号の値の、前記
Ｒ信号に対応する前記基準値からの差分に対する、Ｂ信号の値の前記Ｂ信号に対応する前
記基準値からの差分の比率、の一方を含む、ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　上述の電子内視鏡システムによれば、複数のルックアップテーブルを用いることなく、
画像中の色成分に特徴がある特徴部分と特徴部分以外の部分の強調処理の程度を変えるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態の電子内視鏡システムの一例の外観斜視図である。
【図２】本実施形態の電子内視鏡システムの一例のブロック構成図である。
【図３】（ａ），（ｂ）は、本実施形態の電子内視鏡システムで行う強調処理の一例を説
明する図である。
【図４】本実施形態の電子内視鏡システムで行う強調処理の他の一例を説明する図である
。
【図５】本実施形態の電子内視鏡システムで行う強調処理のフローの一例を説明する図で
ある。
【図６】従来の電子内視鏡システムで行う強調処理を説明する図である。
【図７】本実施形態の電子内視鏡システムで行う強調処理結果の一例を説明する図である
。
【図８】本実施形態の電子内視鏡システムで行う強調処理結果の他の一例を説明する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（電子内視鏡システムの構成）
　以下、本実施形態の電子内視鏡システムについて詳細に説明する。図１は、本実施形態
の電子内視鏡システム１の外観斜視図であり、図２は、電子内視鏡システム１の主な構成
を示すブロック構成図である。
　電子内視鏡システム１は、プロセッサ２、光源装置３、電子内視鏡４、ディスプレイ５
、を主に備える。光源装置３、電子内視鏡４、及びディスプレイ５は、それぞれプロセッ
サ２に接続される。なお、光源装置３とプロセッサ２とは別体で構成されているが、光源
装置３がプロセッサ２内に設けられて構成されてもよい。
【００２０】
　光源装置３は、白色光や複数の波長帯域の光を射出する。光源装置３は、例えば、ＬＥ
Ｄ（Light Emitting Diode）光源、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ等の高輝度ラ
ンプ等の白色光源を有する。また、光源装置３は、複数の光学フィルタを配した回転板を
回転させて、白色光源からの出射光の光路上を通過する光学フィルタを切り替えることに
より、光学フィルタのそれぞれでフィルタリングされた光を順次出力する構成を備えても
よい。この場合、光源装置３は、例えば、図示されないが、ランプ電源ドライバ、光源、
集光レンズ、フィルターターレット、モータ、及びモータドライバ、を備える。また、光
源装置３は、種々の波長帯域の光を発する発光ダイオードあるいはレーザダイオード等の
半導体発光素子を複数備えてもよい。
【００２１】
　電子内視鏡４の先端には、図１に示すように、可撓性を有し、人体内部に挿入するため
の挿入部４２が設けられている。挿入部４２の先端近傍には、挿入部４２の基端に連結さ
れた手元操作部４４からの遠隔操作に応じて屈曲する屈曲部４５が設けられている。屈曲
部４５の屈曲機構は、一般的な内視鏡に組み込まれている周知の機構である。屈曲構造は
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、手元操作部４４に設けられた湾曲操作ノブの回転操作に連動した操作ワイヤの牽引によ
って屈曲部４５を屈曲させるものである。屈曲部４５の先端には、撮像素子４６Ａ（図２
参照）を備えた先端部４６が連結している。湾曲操作ノブの回転操作による屈曲部４５の
屈曲動作に応じて先端部４６の向きが変わることにより、電子内視鏡４による撮影領域が
移動する。
【００２２】
　電子内視鏡４は、コネクタ部４９から先端部４６にかけての略全長に渡って配置された
ライトガイド４８（図２参照）を備えている。ライトガイド４８は、光ファイバ束であり
、光源装置３から供給された照射光を電子内視鏡４の先端部４６まで導光する。
　電子内視鏡４の先端部４６は、図示されないが、ライトガイド４８の先端の前方に設け
られた配光レンズ、生体組織の像を結像する対物レンズ４６Ｂ（図２参照）、結像した像
を受光する撮像素子４６Ａ（図２参照）、及び撮像素子４６Ａから出力した画像信号を増
幅する図示されないアンプ等を備える。
　上記配光レンズは、ライトガイド４８の先端面と対向して配置され、ライトガイド４８
の先端面から射出される照射光を発散させて、被写体である生体組織を照明する。
　対物レンズ４６Ｂは、生体組織からの散乱光あるいは反射光を集光して、撮像素子４６
Ａの受光面上で被写体の像を結像させる。
　撮像素子４６Ａは、ＣＣＤ撮像素子、あるいはＣＭＯＳ撮像素子が好適に用いられる。
　撮像素子４６Ａから出力された撮像信号は図示されないアンプによって増幅された後、
コネクタ部４９へ順次伝送される。
【００２３】
　コネクタ部４９は、プロセッサ２と接続されている。コネクタ部４９は、以下の機能を
有する回路を備えてもよい。例えば、コネクタ部４９は、撮像素子４６Ａに駆動信号を供
給して撮像素子４６Ａを駆動させるとともに、撮像素子４６Ａから出力されたアナログ信
号をデジタル信号に変換して、プロセッサ２に撮像画像の信号として送信する回路を備え
てもよい。また、回路は、コネクタ部４９に設けられた図示されないメモリにアクセスし
て電子内視鏡４の固有情報を読み出し、プロセッサ２に出力する機能を備えてもよい。
【００２４】
　プロセッサ２は、電子内視鏡の撮像素子４６Ａが生体組織を撮像することで得られる撮
像画像の信号をさらに信号処理してディスプレイ５に供給する装置である。
　プロセッサ２には、電子内視鏡４と接続するための図示されないコネクタ部が設けられ
ている。このコネクタ部とコネクタ部４９が機械的に接続されることにより、電子内視鏡
４とプロセッサ２とが電気的に接続され、光源装置３と電子内視鏡４が光学的に接続され
る。
【００２５】
　プロセッサ２は、画像入力処理部２１、画像メモリ２２、結果表示部２３、システムコ
ントローラ２４、及び演算部２５を備える。図２中では、プロセッサ２が設けられる筐体
内に、交換可能な光源装置３が設けられる構成が示されている。
【００２６】
　システムコントローラ２４は、画像入力処理部２１、画像メモリ２２、結果表示部２３
、及び演算部２５の動作を管理、制御するとともに、光源装置３、電子内視鏡４の動作を
制御する部分である。プロセッサ２は、画像メモリ２２の他に、情報やデータを記憶する
図示されないメモリを備える。
【００２７】
　画像入力処理部２１は、生体組織の画像の信号に対して色補正、マトリックス演算等の
所定の信号処理を施す部分である。信号処理された映像信号は、１画素毎に撮像画像とし
てフレームメモリである画像メモリ２２に送られ一旦記憶される。
　さらに、画像メモリ２２に記憶された画像は、強調処理のために呼び出され、システム
コントローラ２４の指示により、システムコントローラ２４を介して演算部２５に送られ
る。演算部２５における処理については後述する。
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　演算部２５で処理された画像は、再度画像メモリ２２に送られて記憶される。
【００２８】
　結果表示部２３は、画像メモリ２２に記憶された画像を呼び出して、画像の信号を信号
処理（γ補正等）してモニタ表示用の画像信号を生成し、生成された画像信号を所定のビ
デオフォーマット信号に変換する。変換されたビデオフォーマット信号は、ディスプレイ
５に出力される。これにより、生体組織の画像がディスプレイ５の表示画面に動画として
表示される。
【００２９】
　このようなプロセッサ２において、演算部２５は、生体組織の画像に対して、画像の強
調処理を行うように構成される。演算部２５は、図２に示すように、特徴量算出部２５Ａ
及び画像強調処理部２５Ｂを備える。
　特徴量算出部２５Ａは、画像の複数の色信号のうちの２つの色信号の値の基準値からの
差分同士の比率を算出するように構成される。
【００３０】
　具体的に説明すると、特徴量算出部２５Ａは、画像を構成する各画素のＲＧＢ信号のう
ち、２つの信号、例えばＲ信号とＧ信号の値の基準値からの差分同士の比率を算出する。
特徴量算出部２５Ａは、２つの信号としてＲ信号とＢ信号を用いて、Ｒ信号とＢ信号の値
の基準値からの差分同士の比率を算出してもよい。
　図３（ａ），（ｂ）は、本実施形態の電子内視鏡システム１のプロセッサ２で行う強調
処理の一例を説明する図である。図３（ａ）は、強調処理に用いる比率を説明している。
図３（ａ）に示す例では、特徴量算出部２５Ａは、Ｒ信号及びＧ信号で形成される色空間
において、色空間の原点、すなわち、Ｒ信号の値＝Ｇ信号の値＝０を基準値Ｓｖとして、
基準値ＳｖからのＲ信号の値の差分と基準値ＳｖからのＧ信号の値の差分の比率を算出す
る。図３（ａ），（ｂ）中の“●”の分布は、画像中の画素におけるＲ信号とＧ信号の分
布を示す。図３（ａ）に示す画素Ｓ１の比率は小さく、画素Ｓ２の比率は大きい。生体組
織の画像では、赤味が強く、基本的にＲ信号の値が大きい画素が多数を占めるが、生体組
織中の病変部や血管等の強調したい部分では、Ｇ成分やＢ成分はそれ以外の部分に比べて
相対的に少ない。このため、特徴量算出部２５Ａは、上記比率の大きい画素のＧ信号やＢ
信号の値の増大量を大きくし、上記比率の小さい画素のＧ信号やＢ信号の値の増大量を小
さくすることにより、Ｇ信号やＢ信号の値が異なる画素間で、その値の差が広がるように
調整する。これにより、Ｇ成分やＢ成分において階調数が少なく画像が潰れていた部分の
像を識別可能に強調させることができる。
　このような強調処理を行うために、特徴量算出部２５Ａは、２つの色信号の値の基準値
Ｓｖからの差分同士の比率を算出する。この比率が、生体組織の特徴量の指標といえる。
比率が異なれば色信号に対応した色成分の特徴が異なるといえるので、生体組織中の病変
部や血管等の強調したい部分のような小さな比率を有する画素はそれ以外の画素と区別す
ることが可能な特徴部分といえる。したがって、特徴部分が識別可能な像を作成するには
、この特徴部分をそれ以外の部分に対して目立つように強調することが好ましい。生体組
織中の病変部や血管等の、Ｇ成分やＢ成分がその他の部分に比べて相対的に少ない部分は
、それ以外の部分に比べてＧ信号やＢ信号の値の増大量を小さくすることにより、画像に
おいて、それ以外の部分に対して目立ち易くなる。このようにして生体組織中の病変部や
血管等の特徴部分を識別可能に強調することができる。
【００３１】
　画像強調処理部２５Ｂは、特徴量算出部２５Ａが算出した比率に基づいて、２つの色信
号の少なくとも一方の値の増減の程度を定めることにより、画像の強調処理を行う。
　図３（ｂ）に示す例では、算出した上記比率が大きいほど増加量が大きくなるように、
Ｇ信号を調整する。どのように信号の値を増加させるかについては、特に限定されない。
　一実施形態によれば、上記比率に一定の係数を掛け算した結果をＧ信号の値に加算して
調整後の値とする。一実施形態によれば、上記比率に一定の係数を掛け算した結果をＧ信
号の値に掛け算して調整後の値とする。一実施形態によれば、上記比率に一定の係数を掛
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け算した結果を指数とした値、例えば、指数をｘとし、ａを底としたときの値ａｘをＧ信
号の値に掛け算して調整後の値とする。一実施形態によれば、上記比率が大きくなるほど
大きな出力値を返す関数式を用いて出力値を算出し、この出力値をＧ信号の値に掛け算し
た値を、調整後の信号の値とする。
【００３２】
　図３（ｂ）に示す例では、比率の大きい画素ほど、画像強調処理部２５Ｂは、色信号の
値を大きく調整することになる。このため、Ｇ信号の値が小さくても、Ｇ信号の値がＲ信
号の値に対して相対的に大きい部分（比率の大きな部分）は、値が大きくなるように強調
される。
　従来、中間階調レベルを一律強調する場合が多いので、画像中に、中間階調レベルより
暗い部分に強調したい部分があっても、暗い部分の、特定の色の強調処理は難しかった。
しかし、本実施形態では、暗い部分であっても、比率に基づいて強調の程度が設定される
ので、暗い部分でも強調処理を行うことができる。
【００３３】
　上記比率は、各画素の２つの色信号のうち第１の色信号の値の、第１の色信号に対応す
る基準値Ｓｖからの第１の差分に対する、第２の色信号の値の、第２の色信号に対応する
基準値Ｓｖからの第２の差分の比率であって、この比率が大きいほど、画像強調処理部２
５Ｂは、第２の色信号の値の増加量を大きくする。しかし、一実施形態によれば、画像強
調処理部２５Ｂは、第２の色信号の値を維持しつつ、あるいは第２の色信号の値の増加量
を大きくしつつ、第１の色信号の値の減少量を大きくすることも好ましい。このような処
理により、処理された部分では、第１の色信号の値の差が広がり、画素の色味の変化が強
調されるので、この部分の強調が実現できる。
【００３４】
　なお、上述したように、生体組織中の病変部や血管等の強調したい部分は、Ｇ成分やＢ
成分がその他の部分に比べて少ないので、Ｒ信号に対して相対的にＧ信号やＢ信号の大き
い値と小さい値の差が広がるように調整することにより、Ｇ成分あるいはＢ成分において
階調数が少なく画像中で潰れていた部分の像を識別可能に強調させることができる。した
がって、生体組織の画像において、色信号がＲＧＢの色信号である場合、強調処理に用い
る比率は、ＲＧＢの色信号のうち、Ｒ信号の値のＲ信号に対応する基準値Ｓｖからの差分
に対する、Ｇ信号の値のＧ信号に対応する基準値Ｓｖからの差分の比率、及び、Ｒ信号の
値のＲ信号に対応する基準値Ｓｖからの差分に対する、Ｂ信号の値のＢ信号に対応する基
準値Ｓｖからの差分の比率、の少なくとも一方を含む、ことが好ましい。
【００３５】
　また、一実施形態によれば、比率の算出に用いる基準値Ｓｖは、第１の色信号のための
第１基準値と、第２の色信号のための第２基準値を含む。このとき、第１基準値と第２基
準値のそれぞれは、変更可能な値であることが好ましい。すなわち、図３（ａ）に示す例
では、２つの色信号（Ｒ信号及びＧ信号）の色空間における原点の値（Ｒ信号の値＝Ｇ信
号の値＝０）をそれぞれ基準値Ｓｖとするが、特徴量算出部２５Ａは、図４に示すように
、第１の色信号に対応する第１基準値及び第２の色信号に対応する第２基準値はそれぞれ
変更可能な値であることが好ましい。例えば、色空間上の画素の分布から遠ざかるように
あるいは近づくように原点Ｏから移動した点を、基準点Ｓｐとし、この基準点Ｓｐの第１
の色信号の座標位置及び第２の色信号の座標位置を第１基準値及び第２基準値とする。基
準点Ｓｐが、原点Ｏに対して、画素の分布から遠ざかるように移動した位置にある場合、
各画素における比率の変化は小さくなるので、画像の強調処理の程度は画素間で小さくな
る。一方、基準点Ｓｐが、原点Ｏに対して、画素の分布に近づくように移動した位置にあ
る場合、各画素における比率の変化は大きくなるので、画像の強調処理の程度は画素間で
大きくなる、すなわち、コントラストが強くなる。基準点Ｓｐを、画素の分布に近づくよ
うに移動させることは、明るさの変動が少ない画像（一様な明るさの画像）において、画
素の特徴量（比率）に応じて強調処理の強調の程度を変えるときに有効である。このよう
に、第１基準値及び第２基準値がそれぞれ変更可能であるので、強調の程度を自在に調整
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することができる。このような調整のための第１基準値及び第２基準値は、オペレータに
より入力された値に設定されてもよいし、画像中の画素の色空間上の分布や画像の輝度情
報に応じて自動的に設定されてもよい。オペレータにより第１基準値及び第２基準値が入
力される場合、ディスプレイ５に表示された処理前の静止画像をオペレータが見ながら、
マニュアルで第１基準値及び第２基準値を仮入力し、オペレータによる仮入力の設定の度
に、第１基準値及び第２基準値に基づいた強調処理が施された処理画像が表示されるよう
に構成されていることが好ましい。この場合、オペレータが、最適な第１基準値及び第２
基準値を、処理画像を見ながら試行錯誤により探索して設定することが好ましい。
【００３６】
　なお、一実施形態によれば、特徴量算出部２５Ａは、基準値Ｓｖを変更するとき、第１
基準値と第２基準値の変化量が、互いに異なる量になるように設定することが好ましい。
図４は、強調処理の他の一例を説明する図であり、Ｒ信号とＧ信号の色空間において、原
点ＯからＧ信号の負の座標軸方向に沿った位置に基準点Ｓｐを移動させた例を示している
。
　図４に示す例では、原点Ｏから基準点Ｓｐを移動することにより、Ｒ信号に対応する第
１基準値の変化量に比べて、Ｇ信号に対応する第２基準値の変化量は大きい。そして、Ｒ
信号の値及びＧ信号の値が小さな画素Ｓ３の比率は、Ｒ信号の値及びＧ信号の値が大きな
画素Ｓ４の比率に比べて大きくなるので、画素Ｓ３の強調処理のためのＧ信号の値の増加
量は、画素Ｓ４の強調処理のためのＧ信号の値の増加量に比べて大きくなる。すなわち、
暗い部分の画素Ｓ３及びその周辺の画素は、明るい部分の画素Ｓ４及びその周辺の画素に
比べてＧ成分が強くなり、画素Ｓ３及びその周辺の画素における信号の値間の差が広がる
ように強調されるので、暗い部分を明るくしつつ、暗い部分の像を識別可能になるように
強調処理することができる。
　このような基準点Ｓｐの移動は、一実施形態によれば、Ｒ信号及びＧ信号の色空間と、
Ｒ信号及びＢ信号の色空間の少なくともいずれか一方の色空間内において行うことが好ま
しい。
【００３７】
　このように、本実施形態の画像の強調処理は、強調したい色信号に応じて、基準点Ｓｐ
を自在に移動することで、コントラストの強弱の程度を設定することができ、さらに、暗
い部分にあって識別が困難な像であっても、選択的に明るくでき、さらに、像を強調して
識別可能にすることができる。
【００３８】
　一実施形態によれば、特徴量算出部２５Ａは、基準値Ｓｖを、画像全体の２つの色信号
の分布（Ｒ信号とＧ信号の色空間上の画素の分布、Ｒ信号とＢ信号の色空間上の画素の分
布）、あるいは、画像全体の輝度情報に応じて設定することが好ましい。例えば、画像全
体においてＲ成分の色味が強い場合（Ｒ信号の値が所定の閾値を越える画素数の、全画素
数に対する比率が所定数以上である場合）、Ｒ信号の値に対してＧ信号の値やＢ信号の値
の強調の程度を調整して、赤味の強い画像に埋もれた部分を識別可能に表示するために、
特徴量算出部２５Ａは、図４に示すように、基準点Ｓｐを自動的に移動させるように構成
することが好ましい。また、画像全体の輝度情報、例えば画像の輝度平均値が所定の値よ
りも低く、暗い部分に強調したい部分がある場合、特徴量算出部２５Ａは、輝度平均値に
応じて基準値Ｓｖを設定するために、基準点Ｓｐを所定距離、所定の方向に自動的に移動
させるように構成することも好ましい。例えば、人体内部の大きな空間内で生体組織を撮
像した画像では、照明光の広がりに制限があるため、画像の中央部分から外れた領域では
暗い部分が形成されやすい。このような暗い部分に強調したい像がある場合もある。なお
、輝度は、Ｒ信号、Ｇ信号、及びＢ信号それぞれの値の線形和で表される。
【００３９】
（画像の強調処理のフロー）
　図５は、電子内視鏡システム１で行う強調処理の流れの一例を説明する図である。図５
に示す例では、動画の各画像を強調処理する例を示す。
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【００４０】
　特徴量算出部２５Ａは、画像メモリ２２に記憶された現フレームのＲＧＢ信号で構成さ
れた画像を取得する（ステップＳＴ１０）。
　特徴量算出部２５Ａは、画像を取得した後、メモリに記憶された前フレームの画像の輝
平均値を読み出す（ステップＳＴ１２）。特徴量算出部２５Ａは、この輝度平均値は、上
述したように、比率を定める基準値Ｓｖ（基準点Ｓｐ）の位置を定めるために用いられる
。すなわち、特徴量算出部２５Ａは、輝度平均値に応じて、図４に示すように、基準点Ｓ
ｐの位置（基準値Ｓｖ）を自動的に調整する（ステップＳＴ１４）。
　特徴量算出部２５Ａは、画像の各画素を注目画素として、注目画素の特徴量、すなわち
、Ｒ信号の値のＲ信号に対応する基準値Ｓｖからの差分に対する、Ｇ信号の値のＧ信号に
対応する基準値Ｓｖからの差分の比率Ｇ／Ｒ、及び、Ｒ信号の値のＲ信号に対応する基準
値Ｓｖからの差分に対する、Ｂ信号の値のＢ信号に対応する基準値Ｓｖからの差分の比率
Ｂ／Ｒを計算する（ステップＳＴ１６）。
【００４１】
　画像強調処理部２５Ｂは、比率Ｇ／Ｒ及び比率Ｂ／Ｒに基づいて、注目画素のＧ信号の
値及びＢ信号の値を増加させる増加量を定めて、Ｇ信号の値及びＢ信号の値を増加させる
（ステップＳＴ１８）。
　画像強調処理部２５Ｂは、比率Ｇ／Ｒ及び比率Ｂ／Ｒに基づいて、注目画素のＲ信号の
値を減少させる減少量を定めて、Ｒ信号の値を減少させる（ステップＳＴ２０）。
　画像強調処理部２５Ｂは、画像中の画素全てを、注目画素として上記計算を終了したか
否かを判定する（ステップＳＴ２２）。演算部２５は、全画素の計算が終了するまで、ス
テップＳＴ１６～ＳＴ２０を繰り返す。
　全画素の計算が終了すると、特徴量算出部２５Ａは、現フレームにおける強調処理をす
る前の画像の輝度平均値を算出してメモリに記憶させる（ステップＳＴ２４）。
【００４２】
　このように、強調処理の施される画像は、生体組織の動画の１つの画像である場合、特
徴量算出部２５Ａ及び画像強調処理部２５Ｂは、動画のそれぞれの画像を順次処理するが
、このとき、基準値Ｓｖの設定のために用いる輝度情報（輝度平均値）は、動画中の、時
系列で強調処理を行う画像の１つ前の画像全体の輝度情報（輝度平均値）であることが好
ましい。動画では、連続するフレームの画像間で輝度は大きく変化しないので、１つ前の
フレームの画像の輝度情報（輝度平均値）を有効に活用することにより、強調処理に利用
する基準値Ｓｖの値を短時間に設定することができる。
【００４３】
　演算部２５で強調処理された画像は、システムコントローラ２４を介して画像メモリ２
２に記憶される。この後、結果表示部２３は１つのルックアップテーブルを用いて画像の
各画素の値は各階調レベルに変換し、さらに画像表示用の信号に変換する。画像表示用の
信号は、ディスプレイ５に送られる。ディスプレイ５は、強調処理された画像を動画の１
フレーム画像として表示する（ステップＳＴ２６）。
　演算部２５は、動画が終了したか否かを判定し（ステップＳＴ２８）、演算部２５は、
動画が終了するまでステップＳＴ１０～ステップＳＴ２８を繰り返す。
【００４４】
　このように、プロセッサ２の演算部２５は、画像の各画素の複数の色信号のうちの２つ
の色信号の値の基準値Ｓｖからの差分同士の比率を算出し、算出した比率に基づいて、２
つの色信号の少なくとも一方の値の増減の程度（増減量）を定めることにより、画像の強
調処理を行うので、従来のようなトーンカーブを規定したルックアップテーブルを多数用
意することなく、画像中の色成分に特徴がある特徴部分と特徴部分以外の部分の強調処理
の程度を自在に変化させることができる。このため、画像中の暗い部分に強調処理したい
部分があっても、暗部を明るくしつつ該当部分を強調処理することができる。
【００４５】
　図６は、従来の電子内視鏡システムで行う強調処理を説明する図である。図６に示す例



(11) JP WO2018/181156 A1 2018.10.4

10

20

30

40

50

では、暗い部分に強調したい特徴部分があるが、中間階調レベルＩＬを広げる強調処理を
画像全体に施すので、暗い部分（低階調レベルＬＬ）の階調数は少なくなり、強調したい
特徴部分は識別が困難になる。一方、低階調レベルＬＬの階調数を多くする強調処理を画
像全体に施すと、明るい部分の階調数は少なくなり、識別が困難になる。このため、明る
い部分の識別を維持したまま、暗い部分（低階調レベルＬＬ）の階調数を多くする処理は
従来の強調処理ではできない。いいかえると、画像中の特徴部分を局部的かつ選択的に強
調することは、従来の強調処理ではできない。
【００４６】
　図７，８は、電子内視鏡システム１で行う強調処理結果の一例を説明する図である。
　図７に示す例では、画像中の明るい部分に強調したい部分Ｏｂ１がある画像に、図５に
示す流れに沿った強調処理をした結果の一例を示す。この場合、基準点Ｓｐを色空間上の
原点にした状態で強調処理がされている。処理前画像中の明るい部分にある部分Ｏｂ１は
、処理画像において、強調処理により、より鮮明に識別できる部分として再現される。図
７中のＴＣは、処理前画像と処理画像の間のＲ信号、Ｇ信号、及びＢ信号における入力－
出力関係を示す図であり、この入力－出力関係は、従来のトーンカーブに対応するもので
ある。このように、図７に示す本実施形態の強調処理の入力－出力関係は、１本のトーン
カーブではなく、種々のトーンカーブを用いた処理結果に対応する。すなわち、図７に示
す本実施形態の強調処理は、画素の特徴量（比率）に応じて、強調処理の強調を変化させ
ているので、画像中の特徴量に応じて異なる複数のトーンカーブを用いたことことに相当
する。図７に示す例では、Ｒ信号の入力－出力関係における出力レベルと、Ｇ信号及びＢ
信号の入力－出力関係における出力レベルとを比較すると、Ｒ信号の低階調レベル～中間
階調レベルの階調数を少なくし（階調レベルが低～～中間の範囲にある入力信号に対して
、階調数を少なくして出力信号とし）、相対的にＧ信号及びＢ信号の低階調レベル～中間
階調レベルの階調数を多くした（階調レベルが低～～中間の範囲にある入力信号に対して
、階調数を多くして出力信号とした）ことを表す。
【００４７】
　図８に示す例では、画像中の暗い部分に強調したい部分Ｏｂ２がある画像に、図５に示
す強調処理をした結果の一例を示す。この場合、基準点Ｓｐを、色空間上の原点に対して
、Ｒ信号の２５６階調数に換算してＲ信号の軸方向の－２０の階調レベルで、Ｇ信号の２
５６階調数においてＧ信号の軸方向の－４０の階調レベルの位置に対応した点に移動した
状態で強調処理がされている。処理前画像中の暗い部分にある部分Ｏｂ２は、処理画像に
おいて、強調処理により、明るくなり、かつ鮮明に識別できる強調された部分として再現
される。図８中のＴＣは、処理前画像と処理画像の間のＲ信号、Ｇ信号、及びＢ信号にお
ける入力－出力関係を示す図であり、この入力－出力関係は、従来のトーンカーブに対応
するものである。このように、図８に示す本実施形態の強調処理の入力－出力関係は、１
本のトーンカーブではなく、種々のトーンカーブを用いた処理結果に対応する。すなわち
、図８に示す本実施形態の強調処理は、画素の特徴量（比率）に応じて、強調処理の強調
を変化させているので、画像中の特徴量に応じて異なる複数のトーンカーブを用いたこと
に相当する。図８に示す例では、Ｒ信号、Ｇ信号及びＢ信号のいずれの入力－出力関係に
おける出力レベルにおいても、低階調レベルの階調数を多くし、暗い部分を明るくすると
ともに、低階調レベルにおいて、Ｇ信号及びＢ信号の階調数を、Ｒ信号の階調数よりも多
くしたことを表す。
【００４８】
　以上、本発明の電子内視鏡システムについて詳細に説明したが、本発明の電子内視鏡シ
ステムは上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改
良や変更をしてもよいのはもちろんである。
【符号の説明】
【００４９】
１　内視鏡システム
２　プロセッサ
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３　光源装置
４　内視鏡
５　ディスプレイ
２１　画像入力処理部
２２　画像メモリ
２３　結果表示部
２４　システムコントローラ
２５　演算部
２５Ａ　特徴量算出部
２５Ｂ　画像強調処理部
４２　挿入部
４４　手元操作部
４５　屈曲部
４６　先端部
４６Ａ　対物レンズ
４６Ｂ　撮像素子
４８　ライトガイド
４９　コネクタ部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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